
（１）はじめに

市民参加、協働さらには住民投票という言

葉は、自治体の政策形成を考えるにあたって

当然のごとく受け入れられるようになってき

た。これらには、住民自治を実現すべく従来

無視されていた住民による政策形成の場を広

げる意欲が見て取れる。この中には、議会を

否定するとは言えないまでも、議会の役割を

消極的に理解する姿勢もみられるのである。

地域社会から監視・立法機能を十分に果たし

ていないという批判が議会には常につきまと

っている。また、性別・年齢・職業を見た場

合、住民の社会的経済的属性とはあまりにも

かけ離れた構成となっている問題も指摘され

ている。しかし、議会を無視したり軽視した

りすることはできない。それは、単に憲法や

地方自治法で規定されているからといった法

学的思考によるからだけではない。議会とは、

正統に選挙された唯一の合議体なのである。

首長と同様に議員は、住民から選挙されて選

出される。選挙という正統性が付与されるこ

とによって、どの機関と比べても正統性は高

いのである。市民参加がどのように発展して

も、またどのように充実した市民参加組織で

あっても、それを住民の代表と断言すのが難

しいのはこのためでもある。この正統性に対

抗できるとすれば、それは住民投票である。

この住民投票は、住民自治を最終的に保障す

る意味が重要だと言えるのである。しかし、

恒常的に住民投票を連発するわけにもいかな

い。さらに、住民投票は二者択一を前提にす

る。テーマによっては二者択一で十分な場合

もあるが、順序づけや量的な問題については

適しない表決方式である。さらに、民主主義

は最終的には多数決で決着がつくとはいえ、

あくまでもそれは最終的になのである。民主

主義の重要性は、討論（熟議）にある。さま

ざまな討論を行うことによって討論参加者は

意見を変更する場合もあることを前提として

いる。この変更は、他者の意見に納得すると

いう場合もあれば、当初は考えもしなかった
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発想が討論の中で芽生えることも含んでい

る。このように考えれば、住民投票は無視で

きないものであるとしても、討論をさまざま

な水準で導入することが必要となる。正統性

を付与した場でその討論を行っているのが議

会である。正統性を付与された合議体が議会

である。それが十分に機能してこなかったと

いう批判は確かにある。しかし、従来からも

地域政策に積極的にかかわっていた議会もあ

るし、地方分権一括法施行後に議会の活性化

に積極的に取り組んでいる議会も少なくな

い。そこで、市民参加、協働、住民投票が一

般的になっている時代に、議会を否定せず新

しい状況を踏まえた議会のあり方を考えるこ

とになる。

（２）国民主権と代表者との関係性

有史以来、地球上にはいろいろな政治形態

が存在してきた。古代ペルシャにおけるアケ

メネス王朝の独裁制、古代ギリシャにおける

都市国家アテネの直接民主制、古代ローマの

共和制と帝政のほかに、中国では東洋的専制

政治が長期間にわたって存続した。しかし、

20世紀の末には、民主主義を標榜しない国

はほとんどないほど、代議制民主主義が地球

上に展開しているのである。わが国では、明

治維新以来、立憲君主制の政治体制を維持し

てきたが、第二次世界大戦後に制定された日

本国憲法によって、主権者が天皇から国民へ

交代し、代議制民主主義が国家体制の中心に

据えられた。しかし、明治維新以来の国家体

制を根本的に変革するために実施された戦後

の改革は、50年以上を経たにもかかわらず、

代議制民主主義がわが国に定着して充分に機

能しているといえる状況にはない。

国や地域社会のあり方を最終的に決定する

のは国民であるとする国民主権の下では、国

民と代表者の関係の基本的構図は、次の「国

民主権のパラダイム」のようになるのである

（図１）。国民主権から出発し国民主権パラダ

イムとして国家体制の基本的構造を構想した

ものである。わが国の現状を踏まえて、国民

主権を実現しようとすると、幾多の難問に逢

着することは明らかである。例えば、国民主

権を支えるのは個人主義であって、サラリー

マンの大多数が、「良心よりも社命」を優先

する会社人間である限り、健全な地域社会を

構成する個人主義が存在しているとはいえな

い。コミュニティにしても、公開の討論に慣

れていない地域住民が集会を開いても、従前

からの村社会の慣習に従って右顧左晒しなが

ら名望家（ボス）の顔色をうかがっていたの

では、若者を遠ざける結果となって、コミュ

ニティを形成することはできない。地域住民

が自由に発言できる場を確保するのは容易で

はないが、国民主権をわが国の地域社会に定

着させるには、いくら時間がかかっても地方

公共団体が自立への道を選ぶならば、個人主

義を基盤とするコミュニティの形成を避けて

通ることはできないのである。主権者である

地域住民は、伝統的な集団主義の地域社会か

ら抜け出して、個人主義と標榜する独立した

権利と義務の主体として行動する。地域住民

は、自助努力を出発点として地域社会を構成

して生活するから、コミュニティの一員とし

ても行動することになる。地域社会を理想社
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図１　国民主権のパラダイム

（出所）山崎正著『地方議員の政治意識』日本評論社、2003年11月刊。



会に近づけるためには、「おかみ」に頼ると

ころから抜け出して自ら行動するボランティ

ア活動が必要となり、その延長線上にはＮＰ

Ｏ（非営利組織）とＮＧＯ（非政府組織）が

あるが、それでも対応しきれない地域社会の

社会的需要に対しては、共同して対応するこ

ととなる。共同対応には、直接対応と間接対

応があって、直接対応の現行制度としては直

接請求制度があるが、今後はそのほかに住民

発議や住民投票が考えられる。間接対応の現

行制度としては、中央政府と都道府県と区市

町村があり、現行制度は事務の委任と財政資

金の移転によって結ばれているが、国民の側

からみると、複雑でわかりにくいのである。

今後の課題は、この複雑な関係を簡素化して

責任の所在を明確にし、国民にわかりやすく

することである。以上が、国民主権から出発

した場合の基本的な制度的枠組みである。

（３）地域社会と行政との相関関係

国民主権から出発して、地域住民が地域社

会の問題を処理するために地方政府を設立し

たとすると、その地方公共団体政府における

行政サービスの循環過程は、次のような「行

政需要と行政サービスの循環」になる（図２）。

この図から明らかのように、地方議員の役割

は、地域住民に提示した選挙公約に基づいて、

首長が調整した予算原案を審議し、財政資金

をどの事業にどれだけ投入するかを決定し、

その決定によって地域社会のあり方の方向づ

けをすることである。さらに首長とその補助

機関によって執行された結果を決算審査とし

て精査して、予算として決定されたところに

従って適正に執行されたかどうかを確認する

ことである。しかし、現実の地方議会は、必

ずしも制度が期待しているようには運用され

ていない。予算審議では、地方議員の与党化

現象があって予算審議が形式的になりがちで

あるし、そのうえに地方議員が役人集団に助

けられて首長が調整した予算書をどれほど読

みこなしているかという深刻な問題がある。

予算審議で、地方議員がいつでも首長の予算

原案を修正できるようにならなければ、首長

と議会の抑制均衡の関係を実現できないこと

は明らかである。現行の予算書や予算説明書

は、素人が読んでもすぐにわかるようには記

述されていないし、予算制度もその全貌をと

らえるのは容易ではない。さらに、国や都道

府県との財政関係ともなれば、少しばかりの

予備知識では対応できない。予算審議におい

て、現在では、代表質問、一般質問、緊急質

問などが行われているが、質問時間に制限を

設けたり、再質問を制限したりして、議員活

動に制限を加える方式を採用している地方議

会もある。決算審査では、地方議員は納税者

の立場に立って、どれだけ決算の内容を審査

できるかが問題である。現在の大部分の地方

公共団体で行われているように、決算審査が

形式的でなおざりであれば、市民オンブズマ

ンが活躍することになるのであり、市民オン

ブズマンによる予算執行の非違の追及は、地

方議会の決算審査が充分でないことを物語っ

ている。この事態に対応するには、外部監査

の採用（地方自治法第252条の27～35）で

あるが、それとても費用負担を考慮する納税

者からみれば、決して歓迎すべきことではな

い。以上は、地方議員の役割に焦点を当てて

述べたのであるが、地域住民の立場からは、

次のように主張することができるのである。

首長も地方議員もそれぞれ選挙公約を有権者
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図２　行政需要と行政サービスの循環

（出所）山崎正著『地方議員の政治意識』日本評論社、2003年11月刊。



に具体的に提示して当選し、予算から決算ま

での一連の行動を通じて、その活動の状況が

公開されていれば、地域住民は代表者がどれ

だけ忠実に選挙公約の実現に努力したかを評

価することができる。その評価の結果は、地

域住民は次の選挙のときに生かして投票する

者を決定することができるのである。このよ

うに選挙から次の選挙までの代表者の行動が

地域住民に公開されていることは、代議制民

主主義の運用にとって決定的に重要なことで

あって、地方議員は、全員協議会や委員会協

議会の裏取引の根回しによる事実上の決定方

式からできるだけ早く脱却して、「議会公開

の原則」に則って本会議や常任委員会におけ

る討論によって正々堂々と選挙公約に基づく

主張を展開すべきなのである。地方議員の地

方議会における主張の根拠は、選挙公約ない

しマニフェストであるといえる。代表者の役

割については、地域住民と限りなく一体化す

べきであるという米国型の地域代表観と、地

域住民の願望や政治的要求を超えた優れた洞

察力と見識が求められる英国型の国民代表観

がある。いずれにしても、代表者は選挙公約

を離れた自由な行動が許されることにはなら

ないわけであり、立候補に当たっては選挙公

約を策定できる政策立案能力が代表者に不可

欠な能力となるのである。

（４）地方議会・地方議員の現況

地方分権になって議会の役割が重要になっ

たことに伴い、議会の活性化が強調されるよ

うになった。先例や慣例で運営してきた議会

では、一口に活性化と言っても範囲が広いの

で、なにから始めてよいか迷う現況である。

議会の役割はいろいろあるが、つきつめると

執行機関を監視し、政策を提案する機能と団

体意思を決定する機能の二つとなるといえ

る。地方分権で地方自治法が改正され議案の

提出要件が議員定数の８分の１から12分の

１へ５割ほど緩和されたので、議員に対して

政策条例案を多数提出することが要請されて

いる。しかし、議員の環境を見るなら、これ

ほど非現実的な要請はない。提出要件を12

分の１に低下させたことは、議会の活性化を

目指すものであるが、要件を緩和しても議員

を補助する議会事務局を充実させなければ実

効性がない。議員が政策をもっていても、法

制事務においては多くの人が素人であるから

補助者がいなければならない。地方議員はこ

れまで政策条例案は首長が提出するもの、議

会は提出を待って受けて立つものとの慣例の

中で生きてきたので、急に提案せよと言われ

ても困ってしまうだろう。政策はあっても条

例案にまとめるには法制事務を担当する事務

局の助力を必要とするが、これが十分でない

ことは明らかであるのである。このような地

方議会の現実を直視すると、議会の実質的な

役割は当面「政策の提案」より「政策の提言、

監視」に置く必要がある。議員提出議案が首

長提出議案をオーバーするようなことはま

だ、遠い将来のことであろう。

ここでは『全国都道府県議長会調査』市議

会議長会の『市議会の活動に関する実態調査』

『町村議会実態調査』『総務省自治行政局資料』

からデータを選んで、地方議会の現状を取り

上げてみたい。旧町村合併法が施行された

1953年10月１日には、都道府県は46団体、

市町村は9,868団体であったが、その後、沖

縄県が米国から返還されて47都道府県とな

って今日に至っている。市町村は、1956年

には4,776団体へ急減したが、1990年代に入

ってからは3,000団体を少し下回る数を維持

しており、2001年７月１日現在では、2,554

団体である。

①地方議員定数と党派別・男女別議員数

地方公共団体の議員定数と男女別現員は次

の表１のようになっている。1990年代に入

ってバブル経済が崩壊すると、行政改革が声

高に叫ばれるようになり、行政改革の一環と
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して地方議会も改革の対象として浮かび上が

った。行政改革では、公務員の定数削減が改

革の中心的な課題となっていたので、地方議

会の改革でも議員定数の削減に改革の目標が

集中することになった。この時代の風潮に従

って、都道府県も市町村も、議員定数の削減

に努力している。ところで地域住民の側から

みれば、税負担が少なくなって地域住民の行

政需要が達成されやすくなればよいのである

から、地方公共団体の歳出予算に占める議会

費の構成比（割合）を減少させればよいので

あって、地方議員の定数削減が最上の議会改

革とはならないのは自明の理である。地域住

民の政治意識が高いとはいえない現状では、

政治に直接参加できる者を増加させるという

趣旨で、むしろ地方自治法による議員定数の

制限（第90条、第91条）を解除して、議員

定数の増減を地方議会の決定に委ねるべきで

ある。納税者の立場からみれば、問題なのは

議員の数ではなくて議会費のなかで主要な部

分を構成する議員報酬であるから、議員報酬

を引き下げるかどうかを、議員報酬審議会な

どの助言によって決定するのではなく、住民

投票によって決定するようにすればよいので

ある。表２は、都道府県議会の党派別と男女

別議員数を示したものである。党派別に分類

すると、自民党が1,618人と圧倒的に多いの

がわかる。次いで公明党の209人、民主党の

205人と続き、共産党129人、社民党56人で

ある。無所属は105人で、その他は諸派であ

り、都道府県議会では明らかに政党政治が実

行されていることがわかる。次いで男女別議

員数についてみると、全議員に占める男性議

員の割合は93.1％（2,676人）で、女性議員

の割合は6.9％（192人）である。福井、島

根県では女性議員は議席をもっていない（平

成15年７月１日現在）。次に市議会議員の構

成について、平成15年５月１日現在の議員

数は、次のとおりである。全市（698市）に

おける男性議員は16,578人（１市平均23人）、

女性議員は2,338人（３人）となっている。

議員合計は、18,916人（27人）となっている。

（表３）議員数の多いのは、横浜市（男性議

員74人、女性議員18人）の92人、大阪市

（78人、11人）の89人、名古屋市（60人、

15人）の75人、神戸市（64人、８人）の72
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区分 定数 欠員数
現　　　員

男 女 計

都道府県

市

町村

2,874

19,434

38,141

6

147

506

2,676

16,907

35,575

192

2,380

2,060

2,868

19,287

37,635

表１　議員定数と欠員数

（注１）都道府県は、『全国都道府県議会議長会調査』により、平成15年７月１日現在
である。

（注２）市は、『総務省資料』により、平成15年12月末日現在である。
（注３）町村は、『第49回町村議会実態調査』により、平成15年７月１日現在である。

都道府県名 上限数 定　数
現　議　員　数

現　員 男 女

北
海
道
東
北

北海道 112 110 110 102 8
青　森 52 51 51 50 1
岩　手 51 51 51 47 4
秋　田 48 48 48 45 3
宮　城 65 63 63 60 3
山　形 49 46 46 45 1
福　島 62 58 58 55 3

関
　
　
　
　
　
東

東　京 128 127 125 106 19

千　葉 116 98 98 90 8
茨　城 73 65 64 60 4
栃　木 60 54 54 51 3
埼　玉 120 94 94 85 9
群　馬 60 56 56 55 1
山　梨 43 42 42 37 5
長　野 63 58 58 50 8
新　潟 67 61 61 58 3

東
　
海
　
北
　
陸

愛　知 120 106 106 101 5
三　重 58 51 51 49 2
静　岡 85 78 77 70 7
岐　阜 61 49 49 46 3
富　山 47 45 45 43 2
石　川 48 46 46 43 3
福　井 42 40 40 40 －

近
　
　
畿

京　都 60 62 62 57 5
大　阪 120 112 112 105 7
兵　庫 111 93 92 83 9
奈　良 52 48 48 43 5
和歌山 46 46 46 45 1
滋　賀 50 47 47 40 7

中
　
　
国

広　島 72 70 70 67 3
岡　山 59 56 56 51 5
鳥　取 40 38 38 35 3

山　口 53 53 53 49 4

四
　
　
国

香　川 46 45 45 43 2
徳　島 42 42 42 38 4
高　知 42 41 41 40 1
愛　媛 53 50 50 47 3

九
　
　
　
　
　
州

福　岡 103 88 88 84 4
大　分 49 46 46 43 3
佐　賀 43 41 41 40 1
長　崎 53 51 51 50 1
宮　崎 48 45 45 44 1
熊　本 58 55 55 54 1
鹿児島 57 54 54 52 2
沖　縄 49 48 48 43 5

合　　計 3,106 2,874 2,868 2,676 192

表２－１　全国都道府県議会議員数一覧表

神奈川 120 107 106 96 10

島　根 41 39 39 39 －
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都道府県名 会 派 名 及 び 所 属 人 数
会派数

（無所属含）
合計
（現員）

北
　
　
　
　
海
　
　
　
　
道
　
　
　
　
東
　
　
　
　
北

北海道 自由民主党・道民会議北海道議会議員会 55（1）日本共産党北海道議会公明党議員団 6
6 110（8）北海道議会民主党・道民連合議員会 36（4）日本共産党北海道議会議員団 4（3）

北海道議会フロンティア議員会 8 無所属 1

青　森 自由民主党 27 県燦クラブ 3

8 51（1）
新政会 8 日本共産党 2（1）
社民・農県民連合 3 公明党 2
真政クラブ 3 無所属 3

岩　手 自由・県民会議 22（2）日本共産党 1

7 51（4）
自由民主クラブ 15（1）公明党 1
政和会 7 無所属 2
社会民主党 3（1）

秋　田 自由民主党 19（1）民主党・無所属クラブ 4

8 49（3）
みらい21 10 いぶき 2（1）
新生会 6 日本共産党 1
社会民主党・新しい風 5（1）公明党 1

宮　城 自由民主党・県民会議 28 社民党県議団 6

7 63（3）
フロンティアみやぎ 12 日本共産党宮城県会議員団 2（1）
民主フォーラム 7（2）無所属 2
公明・21世紀クラブ 6

山　形 自由民主党 27 公明党 1
5 46（1）山形21世紀の会 15（1）無所属 2

日本共産党 1

福　島 自由民主党福島県議会議員会 38（2）日本共産党福島県議会議員団 2（1）
6 58（3）福島県議会県民連合 13 改進の会 1

公明党福島県議会議員団 3 無所属 1

関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東

東　京 東京都議会自由民主党 54（2）無所属（1／2の会） 1

11 125（19）

都議会民主党 22（3）無所属（東京吾住会） 1
都議会公明党 22（1）無所属（行革110番） 1
日本共産党東京都議会議員団 15（5）無所属（自治市民’93） 1（1）
都議会生活者ネットワーク 6（6）無所属（市民の党） 1（1）
無所属（友愛） 1

神奈川 自由民主党神奈川県議会議員団 43（1）市民の党 2（1）

11 106（10）

民主党・刷新の会神奈川県議会議員団 22（1）社会民主党 1
公明党神奈川県議会議員団 11 無所属の会 1
県政21・県民の会神奈川県議会議員団 11 神奈川フロンティア 1
民主党・神奈川ネットワーク運動神奈川県議会議員団 9（4）愛甲クラブ 1
日本共産党神奈川県議会議員団 4（3）

千　葉 自由民主党千葉県議会議員団 71 千葉県議会県民クラブ 3

9 98（8）
公明党千葉県議会議員団 7（1）市民ネット・無所属市民の会 3（2）
民主党千葉県議会議員団 5（1）自立と未来 1
日本共産党千葉県議会議員団 4（1）水と緑の会 1
社民・県民連合千葉県議会議員団 3（3）

茨　城 自由民主党 46（1）公明党 3
6 64（4）自民県政クラブ 7（1）日本共産党 2（2）

民主清新クラブ 5 無所属 1

栃　木 栃木県議会自由民主党議員会 40（1）無所属 2
6 54（3）県民ネット21 7（1）改革クラブ 1

公明党栃木県議会議員会 3（1）未来21 1

埼　玉 埼玉県議会自由民主党議員団 64（1）民主党議員団 4（2）
6 94（9）埼玉県議会公明党議員団 10（2）日本共産党埼玉県議会議員団 4（4）

地方主権の会 9 無所属 3

群　馬 自由民主党 45 日本共産党 2（1）
5 56（1）フォーラム群馬 6 改革クラブ 1

公明党 2

山　梨 自由民主党 20 公明党 2（1）

7 42（5）
改革21 6 日本共産党 2（1）
フォーラム政新 6（2）無所属の会 1（1）
改革クラブ 5

長　野 自由民主党県議団 9 トライアルしなの 5（1）

11 58（8）

県民クラブ 7（1）政信会 4
志昂会 6 フォーラム改新 4
日本共産党長野県議会議員団 6（4）公明党県議団 2（1）
県民協働ネット 5 無所属 5（1）
緑新会 5

新　潟 新潟県議会自由民主党議員団 38 公明党 2（1）

7 61（3）
社会民主県民連合 6 日本共産党 1
新潟県を発展させるみらいの会 6 無所属 5（1）
無所属の会 3（1）

東
　
　
海
　
　
北
　
　
陸

愛　知 自由民主党愛知県議員団 64（1）無所属（愛知県議会新世紀の会） 3（1）
6 106（5）民主党愛知県議員団 30（3）無所属（ボランティアネットまごころ愛知） 1

公明党愛知県議員団 7 無所属（愛知県議会県政長東クラブ） 1

三　重 新政みえ 23（1）無所属.MIE 5
4 51（2）

自由民主党・無所属議員団 22（1）無所属 1

静　岡 自由民主党 41（3）日本共産党静岡県議会議員団 3
5 77（7）平成21 19（1）無所属 7（1）

公明党静岡県議団 7（2）

岐　阜 県政自民クラブ 35（1）日本共産党 1
5 49（3）県政民主党 7（2）無所属 4

岐阜県議会公明党 2

都道府県名 会 派 名 及 び 所 属 人 数
会派数

（無所属含）
合計

（現員）

東
　
海
　
北
　
陸

富　山 自由民主党富山県議会議員会 33 公明党富山県議員会 1
6 45（2）社会民主党富山県議会議員会 5 日本共産党富山県議員会 1（1）

新・県民会議 4（1）無所属 1

石　川 自由民主党石川県議会議員協議会 28 政心会 2

7 46（3）
新進石川議員会 8 公明党 1
スクラム喜望 4（1）日本共産党 1（1）
民主クラブ 2（1）

福　井 県民自由民主党 30 公明党 1
4 40

県民連合 8 日本共産党福井県議会議員団 1

近
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畿

京　都 自由民主党京都府議会議員団 25 公明党・府民会議京都府議会議員団 7（1）
5 62（5）民主党・府民連合京都府議会議員団 14（1）京都府議会新政会 4

日本共産党京都府議会議員団 12（3）

大　阪 自由民主党大阪府議会議員団 41 無所属府民クラブ大阪府議会議員団 8

8 112（7）
民主党・無所属ネット大阪府議会議員団 24（1）大阪府議会さわやか大阪 4（1）
公明党大阪府議会議員団 23（2）社会民主党大阪府議会議員団 2（1）
日本共産党大阪府議会議員団 9（2）大阪府議会富田林クラブ 1

兵　庫 兵庫県議会自由民主党議員団 47 日本共産党兵庫県会議員団 8（4）
6 92（9）ひょうご・県民連合兵庫県議会議員団 18（3）兵庫県議会21世紀クラブ議員団 3（1）

兵庫県議会公明党議員団 12 無所属 4（1）

奈　良 自由民主党 27（1）日本共産党 3（3）
6 48（5）新創NARA 9 公明党 2（1）

民主党 5 県民クラブ 2

和歌山 自由民主党県議団 20 公明党県議団 4

7 46（1）
新生わかやま県議団 6 無所属クラブ 4
開政クラブ 5 県民クラブ 3
日本共産党県議団 4（1）

滋　賀 自由民主党・湖翔クラブ 31（1）公明党 1
5 47（7）県民ネットワーク 12（4）無所属 1（1）

日本共産党滋賀県議会議員団 2（1）

中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

広　島 自由民主党広島県議会議員会 32（2）自由民主党広島県議会良政議員会 4

7 70（3）
自由民主党広島県議会刷新議員会 13 県民同志会 2
広島県議会県民連合 11 日本共産党 1
広島県議会公明党・県民会議 7（1）

岡　山 自由民主党県議団 40 日本共産党岡山県議会議員団 3（1）
5 56（5）民主・県民クラブ 7 無所属 1（1）

公明党岡山県議団 5

鳥　取 鳥取県議会自由民主党 25（1）鳥取県議会社会民主党 1

7 38（3）
鳥取県議会会派「信」 6 鳥取県議会えがりて 1（1）
鳥取県議会住民連合 2 鳥取県議会きずな 1（1）
公明党鳥取県議会議員団 2

島　根 自民党議員連盟 29 せいふう会 3
4 39

県政クラブ 4 無所属 3

山　口 自由民主党 37 日本共産党 2

7 53（4）
民主・連合の会 5 社会民主党 1（1）
公明党 4（1）みどりのクラブ 1
新政クラブ 3（1）

四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

香　川 自由民主党香川県議会議員会 31 かがわみらい 1

8 45（2）
香川県議会社会民主党・県民連合 7 女性を議会に！みんなと政治をつなぐ会 1（1）
公明党議員会 2 民主党議員会 1
日本共産党香川県議会議員団 1（1）政治に参加する会 1

徳　島 自由民主党・県民会議 16 県民ネットワーク・夢 4（2）

8 42（4）
自由民主党・交友会 8 公明党県議団 2
新風21 6 ガンバレ自由党 1
日本共産党 4（2）無所属 1

高　知 自由民主党 18 県民クラブ 4
6 41（1）21県政会 8 公明党 3

日本共産党と緑心会 6（1）市民の会（VOX POP） 2

愛　媛 自由民主党 37（1）自由党 1

9 50（3）
社会民主党県議団 3 県政改革クラブ 1
公明党 2 環境市民 1（1）
愛媛県議会日本共産党議員団 2（1） 21世紀の会 1
民主党 2

九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
州

福　岡 自由民主党福岡県議団 32 公明党福岡県議団 11（1）

7 88（4）
自由民主党福岡県議会議員会 14（1）日本共産党福岡県議会議員団 4（2）
緑友会・新風福岡県議団 13 元気な小倉南区の会 1
福岡県政クラブ 13

大　分 自由民主党 29 公明党 3（1）
6 46（3）社会県民クラブ 7（1）日本共産党 1（1）

県政クラブ 4 無所属 2

佐　賀 自由民主党 34 公明党 1
4 41（1）

県民ネットワーク 5（1）市民リベラルの会 1

長　崎 自由民主党 30 公明党 3
6 51（1）改革21 11 県民党 2

新風クラブ 4（1）日本共産党 1

宮　崎 自由民主党 34 公明党宮崎県議団 3
4 45（1）

社会民主党宮崎県議団 5 民主党宮崎県議団 3（1）

熊　本 自由民主党 38 新社会党 1
6 55（1）県民クラブ 5（1）日本共産党 1

公明党 3 無所属 7

表２－２　全国都道府県議会議員所属会派別一覧表
（平成15年７月１日現在）



人、京都市（56人、13人）の69人、札幌市

（57人、11人）の68人、さいたま市（53人、

11人）、北九州市（57人、７人）の64人、川

崎市（51人、12人）、福岡市（57人、６人）

の63人、仙台市（50人、10人）、広島市（53

人、７人）の60人となっている。少ないの

は歌志内市（11人、１人）の12人、豊前市

（14人、１人）の15人、赤平市（14人、２人）、

三笠市（15人、１人）、新富市（16人、０人）、

御坊市（15人、１人）の16人となっている。

総務省の「地方公共団体の議会の議員及び長

の所属党派別人員調査」（平成16年４月23日

発表、平成15年12月末現在）の市議会議員

の所属党派別人員調によると、公明党が

2,204人（11.3％）、共産党1,908人（9.8％）、

自民党 1,859 人（9 .6 ％）、民主党 643 人

（3.3％）、社民党450人（2.3％）、自由党28

人（0.1％）、諸派257人（1.3％）、無所属

11,938人（61.4％）であった。（表４）前述

したとおり、女性議員の数が年々増加してい

ることが近年の選挙の特徴でもある。（図３）

全地方議員では前年より439人増4,670人で

過去最高であった。全体に占める割合も

0.9％増の7.9％へと上昇した。内訳は、都道

府県議が197人（全都道府県議の6.9％）、市

議が2,380人（全市議の12.2％）、町村議が

2,093人（全町村議の5.6％）であった。女性

市議を所属党派でみると、無所属が744人で

最も多く、全女性市議の３割を占めている。

次いで共産党が716人、公明党が582人、諸

派が157人などである。党派別の女性市議の

割合では、諸派が61.1％で最多で、次いで共

産党が37.5％、公明党が26.4％、社民党が

14.0％などとなっている。表５は町村の党派

別と男女別議員数を示したものである。町村

109

油川：地域社会における地方議会・地方議員の存在

男性議員数 女性議員数
全議員に占める女
性議員の割合

議員合計

16,578人
（１市平均23人）

2,338人
（１市平均３人

12％
18,916人

（１市平均27人）

表３－１　統一地方選挙後の議員数及び
女性議員の割合（698市対象）

表３－２　最年長・最年少議員及び
最長在職議員、最多期数議員

（単位：人）

（平成15年５月１日現在）

※任意回答のため、対象市が698市とならない場合がある。（平成15年５月１日現在）

男性議員 女性議員

最年長議員 87歳・２人（698市対象） 79歳・１人（941市対象）

最年少議員 25歳・14人（697市対象） 25歳・３人（640市対象）

最長在職議員 54年・１人（697市対象） 36年・１人（622市対象）

最多期数議員 15期・１人（696市対象） 10期・１人（629市対象）

党 派 平成15年12月 平成14年12月

公 明 党 2,204 （11.3） 2,108 （10.7）

日本共産党 1,908 （9.8） 2,044 （10.4）

自由民主党 1,859 （9.6） 1,860 （9.5）

民 主 党 643 （3.3） 621 （3.2）

社会民主党 450 （2.3） 524 （2.7）

自 由 党 28 （0.1） 18 （0.1）

公 明 0 （0.0） 5 （0.0）

さ き が け 0 （0.0） 1 （0.0）

諸 派 257 （1.3） 262 （1.3）

無 所 属 11,938 （61.4） 11,824 （60.1）

計 19,287 19,267

欠 員 147 （0.8） 394 （2.0）

定 数 合 計 19,434（100.0） 19,661（100.0）

表４　市議会議員の所属党派別人員調
単位：人（％）

（注）構成比は、小数点以下第二位を四捨五入
表中の「公明」は、平成10年11月に「公明党」に名称変更したもの

1,821 
（9.8%） 

2,046 
（10.6%） 

2,113 
（11.0%） 
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（11.2%） 

2,380 
（12.2%） 2,500

（人） 

2,000

1,500

1,000

500

0
平成11年 12年 13年 14年 15年 

（％）は、全市議数に占める割合 
（注）平成12年からは、特別区議を含む 

図３　女性市議数の推移

都道府県名 会 派 名 及 び 所 属 人 数
会派数

（無所属含）
合計
（現員）

九
　
　
　
　
州

鹿児島 自由民主党鹿児島県議会議員団 39（1）自由連合県議団 1
6 54（2）社民・無所属連合 5 日本共産党県議団 1（1）

公明党鹿児島県議団 3 無所属 5

沖　縄 自由民主党 20 沖縄社会大衆党・結の会連合 4（1）

7 48（5）
護憲ネットワーク 7 公明党・県民会議 4
県民の会 5 無所属 4（1）
日本共産党 4（3）

合　計 307 2,868（192）

表２－２　全国都道府県議会議員所属会派別一覧表

（注）１．神奈川県は７月28日、愛知県は７月23日、島根県は９月２日、福岡県は
７月25日、佐賀県は８月18日、熊本県は９月12日現在

２．（ ）内は女性議員の数で内数

（平成15年７月１日現在）



議会議員を党派別に分類すると、無所属が

33,970人で圧倒的に多く（全議員の90.3％）、

次が共産党の2,104人（5.5％）、公明党が984

人（2.5％）と急減し、自民党を名乗る者は

わずかに293人（0.9％）である。国政で自

民党に対抗する勢力を有する民主党もたった

84人で、その全議員に占める割合は0.2％で

ある。次に、男女別議員数についてであるが、

全議員に占める男性議員は35,575人（94.5％）

で、女性議員は2,060人（5.5％）である。地

方議員で政党員を名乗る者は政党政治化して

いる都道府県議会のみで、市議会、町村議会

では政党員を名乗る者は少なく、無所属がほ

とんどで圧倒的に多い。国民主権から出発す

るならば、地方議員が中央政党の下請けをす

る必要はないと思う。しかし、首長に対抗し

て抑制均衡の関係を実現しようとするなば、

主義主張を同じくする議員が会派を構成して

団結することなしに、公務員集団を補助職員

とする首長に対抗することができない。実際

には、議会内にさまざまな会派が形成されて

いると考えられるが、主義主張が地域住民の

前に明らかになるように、政党を名乗ること

が望ましいと考えることもできるのである。

更に、今後の地方政治を展望した場合に問題

なのは、女性議員が少ないことである。伝統

的な村社会では、男性が表に立って女性は後

ろに控えているのがよいとされてきたが、世

界各国の女性政治家の活躍の状況を知るにつ

けても、今後の少子高齢化の進展を考慮する

ならば、女性議員が議会で発言することの重

要性が一般に認識されるであろう。特に従来

の慣例に染まらない新鮮な女性の感覚で、議

会のあり方に関して発言するのは、守旧派の

議員には嫌われるかも知れないが、地方議員

の改革には必要条件である。国では政治と行

政と司法を分立させて、三権分立の体制を採

用しているのは、権力の一極集中による独裁

体制の出現を防ぐためである。地方公共団体

では、司法がなくて二権分立となっているが、

首長と議会を抑制均衡の関係において首長へ

の権力の集中を防止するのが制度の目的であ

る。この観点から、現在の首長と議員の関係

を見ると、議員の首長への与党化傾向が顕著

であるといえるのである。この議員の与党化

傾向は、前述の予算書と決算書の解読が難し

いことと密接に関係している。地方議員は地

元利益の代表として選出されることが多い

が、地元利益（例えば、議員の地元の道路の

拡幅、路面補修、保育園の誘致など）を実現

するためには、予算に計上することが絶対に

必要であり、現行の地方自治法では首長が作
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年 区分 無所属 自民党 民主党 公明党 自由党 日本共産党 社会民主党 保守党 諸　派 合　計

15
年

議
員
数

男 32,753 286 76 697 3 1,595 145 － 20 35,575

女 1,217 7 8 287 1 509 14 － 17 2,060

計 33,970 293 84 984 4 2,104 159 － 37 37,635

14
年 議員数合計 35,119 328 74 970 6 2,138 182 － 89 38,906

年 区分 30歳未満 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 合計

15
年

議
員
数

男 52 410 2,784 12,389 14,942 4,879 119 35,575

女 7 37 319 1,016 562 118 1 2,060

計 59 447 3,103 13,405 15,504 4,997 120 37,635

構成比（％） 0.2 1.2 8.2 35.6 41,2 13.3 0.3 100.0

14
年

議 員 数 41 343 3,163 12,934 16,229 6,040 156 38,906

構成比（％） 0.1 0.9 8.1 33.2 41.7 15.5 0.4 100.0

表５－２　年齢別議員数（町村議会）

表５－１　所属党派別議員数（町村議会）



成することになっている予算原案を議会で審

議する際に修正して盛り込む機会はあるとい

うものの、実際問題として予算を修正するこ

とはほとんど不可能である。なぜならば、予

算の内容に習熟していなければならない上

に、修正案に対して議員の過半数の賛成が必

要であるが、特定の議員の地元利益に対して

他の議員が賛成してくれる保証がないからで

ある。議員としては、次の選挙を考慮すれば、

地元利益の実現を放置しておくことはできな

いので、首長の与党となって、地元利益の案

件を予算原案に盛り込んでもらうのが、最も

安全で確実な方法であるということになるの

である。首長の与党が議員の過半数に達すれ

ば、地方議会はもはや首長への権力集中の抑

制機関として機能することはなくなり、選挙

公約とはほとんど関係なく、首長と議員の裏

取引によって予算原案の内容が決定されるこ

とになり、議会の全員協議会や委員会協議会

とあいまって、議会公開の原則（地方自治法

第115条第１項）は有名無実となるのである。

話し合いと称する裏取引や談合に対して議員

が違和感を感じず、議会公開の原則を実践し

ようとしないのは、伝統的な村社会の集団主

義の慣習が現在でも残存しているからである

から、一般論としては、議員の中から自発的

に談合体質の打破の要求が出てくることを期

待することができない。つまり、地域住民が

議員に「おまかせ」していたのでは、この現

状から脱却することは不可能であって、議員

に首長の与党化を中止させて、首長と議会の

抑制均衡の関係を成立させるのは、地域住民

が自ら立ち上がるほかに方法はないのであ

る。

②地域社会と議会活動

国と地方公共団体の財源配分を検討する際

の最終目標は、地方公共団体の自立であり、

その前提として、地域住民による住民自治の

確立がある。換言すれば、国民主権を前提と

するならば、地域住民の自助努力を出発点と

して住民自治を確立するには、現行の国と地

方公共団体の関係は大変複雑で地域住民には

理解しがたい。従って、事務事業もその費用

負担もできるだけ簡潔にして、地域住民が選

挙公約ないしマニフェストを通して地域社会

のあり方を決定できるようにすべきである。

選挙公約やマニフェストを実現すべく地方議

員の議会活動は展開されるが、検討する場合

に重要なのは、議会活動とは本来どのように

あるべきなのかということと、議員報酬との

関係である。議員報酬については、議員報酬

審議会を設けて審議し、議員のお手盛りに対

する批判をかわそうとしているが、少子高齢

化の進展とともに、納税者意識が高揚すれば

議会活動と議員報酬に対する地域住民の関心

も高まるに相違ないのである。議会活動の実

態を分析するにあたって定例会、臨時会、常

任委員会、全員協議会の会期日数等が大いに

参考になるので、次に定例会、臨時会に限っ

て実態を把握してみることにする。平成14

年中の全国の市議会（698市）の第１回～第

４回の各定例会及び全定例会の平均会期日数

は表６のとおりである。第１回定例会（２、

３月定例会）の平均会期日数は23日である。

会期日数が長いのは、文京区（２月14日～

４月１日）の47日、宝塚市（２月14日～３

月26日）41日、豊島区（２月15日～３月26

日）の40日、墨田区（２月19日～３月28日）、

葛飾区（２月20日～３月29日）、鎌倉市（２

月13日～３月22日）の38日となっている。

短いのは、栃尾市（３月６日～３月15日）、

岩井市（３月６日～３月15日）の10日、三

沢市（３月４日～３月14日）、行橋市（３月

５日～３月15日）の11日となっている。次

に、第２回定例会（５、６月定例会）の平均

会期日数は15日となっている。会期日数が

長いのは、横浜市（５月23日～６月26日）、

堺市（５月21日～６月24日）の35日、国分

市（５月29日～６月25日）の28日、飯塚市

（６月21日～７月17日）の27日となってい
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る。短いのは、夕張市（６月25日～６月27

日）、赤平市（６月19日～６月21日）、歌志

内市（６月12日～６月14日）、伊勢市（５月

13日～５月15日）３日であった。第３回定

例会（８、９月定例会）の平均会期日数は

20日となっている。会期日数が長いのは、

北見市（９月12日～10月22日）の41日、文

京区（９月９日～10月17日）、逗子市（９月

３日～10月11日）の39日となっている。短

いのは、福江市（９月５日～９月５日）の１

日、歌志内市（９月10日～９月12日）の３

日、夕張市（９月17日～９月20日）、赤平市

（９月18日～９月24日）の４日、善通寺市

（９月６日～９月12日）７日、砂川市（９月

17日～９月24日）、竹原市（９月17日～９

月24日）の８日となっている。第４回定例

会（11、12月定例会）の平均会期日数は16

日となっている。会期日数が長いのは、田川

市（11月20日～12月25日）36日、近江八幡

市（12月20日～15年１月20日）の32日、

伊東市（11月25日～12月25日）の31日、

神戸市（11月21日～12月20日）の30日と

なっている。短いのは、赤平市（12月10日

～12月12日）、歌志内市（12月10日～12月

12日）の３日、夕張市（12月17日～12月20

日）、根室市（12月16日～12月16日）、砂川

市（12月９日～12月12日）の４日となって

いる。全定例会（第１回から第４回までの全

ての定例会）の平成14年中の平均会期日数

は73日であった。会期日数が多いのは文京

区、相模原市の122日、川崎市の121日、堺

市の117日、箕面市の114日、国分寺市の

112日、台東区、久喜市の110日であった。

少ないのは、赤平市、歌志内市の24日、砂

川市の28日、善通寺市の33日、夕張市の36

日となっている。次ぎに全国の町村議会の実

態は、表７のとおり地方自治法上、定例会は

条例で年４回以内で定めることとされており

（地方自治法第102条２項）、年４回としてい

るところが2,494議会で全体の99.4％を占め
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区　分 第１回 第２回 第３回 第４回 全定例会

5万未満
（222市）

19 14 17 15 64

5～10万
（226市）

23 15 20 16 74

10～20万
（130市）

25 16 22 17 80

20～30万
（44市）

27 15 20 16 78

30～40万
（29市）

25 16 21 17 79

40～50万
（18市）

29 16 21 19 84

50万以上
（16市）

28 16 25 17 86

指定都市
（13市）

31 15 25 18 89

計
（698市）

23 15 20 16 73

表６－１　定例会の平均会期日数（698市対象）

表６－２　全定例会・臨時会の市民傍聴者数

表６－３　常任・特別委員会の設置状況等（平均）

（単位：日）

※最下段のの平均会期日数計は、各定例会の会期日数合計（人口区分の市数に各当
該平均会期日数を乗じたものの総数）を全698市で除した数字である。

人口段階 全定例会平均 全臨時会平均

5万未満
（222市）

157人
7人

（188市）

5～10万
（226市）

220人
8人

（184市）

10～20万
（130市）

295人
11人
（96市）

20～30万
（44市）

356人
11人
（35市）

30～40万
（29市）

538人
10人
（25市）

40～50万
（18市）

617人
26人
（12市）

50万以上
（16市）

552人
17人
（12市）

指定都市
（13市）

1,326人
65市
（8人）

計
（698市）

274人
10人

（560市）

人口段階
常任委員会 特別委員会

設置数 全開催
日　数 設置数 全開催

日　数

5万未満
（222市）

3.2 7.2日
3.7

（216市）
4.3日

5～10万
（226市）

3.6 7.2日
3.6

（216市）
4.4日

10～20万
（130市）

3.8 7.4日
4.2

（127市）
4.6日

20～30万
（44市）

3.9 10.9日
4.2

（39市）
5.6日

30～40万
（29市）

4.1 10.0日
4.2

（29市）
5.7日

40～50万
（18市）

4.8 9.7日
5.0

（18市）
5.1日

50万以上
（16市）

5.1 14.5日
6.3

（16市）
7.5日

指定都市
（13市）

5.8 18.4日
7.0

（13市）
6.9日

計
（698市）

3.6 8.3日
4.0

（674市）
4.8日



ている。３回としているところは９議会であ

る。町村議会の年間の平均会期日数は定例会

で35.4日、臨時会が3.3日で定例会、臨時会

を合わせると38.7日（前年37.8日）である

（表８）。そのうち本会議開催日数は定例会が

12.4日、臨時会が3.2日で、年間15.6日（前

年は15.6日）となっている。また、一般傍聴

者の年間延人数（2,428議会）の平均は、定

例会で59.1人、臨時会で8.4人となっている。

地域社会のあり方を最終的に決定する機能を

有しているのは地域住民であり、民主主義で

は住民参加は必須の要件なのである。近年、

地方議会の傍聴者は減少のみにあり、かつ地

方議員選挙の投票率も減っているのが現状で

ある。地方議会や地方政治への地域住民が関

心を呼びもどすためにも地方議会の夜間開催

や土曜・日曜など、地域住民が傍聴に出かけ

やすい状況を作り出すことは、地方議会の当

然の責務であるといえよう。

（５）地方議会の今日的課題

今日の市民参加、協働、さらには住民投票

がいま大いに議論されている。市民参加の充

実を踏まえた議会の役割を考えること、さら

に住民投票が活発に行われている状況を考慮

し住民投票と議会の関係を探ること。これら

二つの課題が浮上しているのが現状である。

いまそうした意味からこれら二つの課題に応

えるために協働型議会が提示されて久しい。

これら二つの課題は、従来から監視機能や立

法機能の重要性は認めつつも、市民参加を含

み込んだ議会、いわば協働型議会によって乗

り越えることができるという。市民参加や協

働を否定しないとすれば議会にも市民参加を

取り入れ、議会が市民参加の調整役をすれば

よい。また住民投票を是認するとしても、連

発するわけにもいかない。そこで、住民の意

向と議会の意向とは大きくズレることがなけ

れば、住民投票は最後の担保として位置づけ

ればよい。そもそも住民投票というと盛んに

アメリカ合衆国の事例が紹介されているが、

住民投票が行われているのは国家ともいえる

州レベルがほとんどである。市町村では議会

も含めてさまざまな市民参加制度が配置され

ている。議会の中にも積極的に市民参加の場

を設け、議会で住民とともに議員が討論する。

ここでは、住民の意向を常に意識した議会の

討論と決議が行われている。監視・立法機能

とともに、市民参加の場を設けた協働型議会

の構想は、何も新しいものではなく、地方自

治の原則から打ち出された議会像といえるの

である。地方自治の要素を想定すれば、地域

政治は住民、首長、議会という三者間関係を

前提とした政治、より正確にいえば住民主導

の政治である。監視機能、政策形式機能の強

化とともに、市民参加を基軸とした地方議会

を構築する意味はここにあるのである。
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表７　条例による定例会回数別議会数（14.1.1～14.12.31）

年 区　分 ２　回 ３　回 ４　回 計

14年
団　体　数
構成比（％）

－
－

9
0.4

2,494
99.6

2,503
100.0

13年
団　体　数
構成比（％）

1
0.1

7
0.3

2,534
99.6

2,542
100.0

年 区　分 本 会 議
日 　 数

休 会 日 の
委員会日数

そ の 他 の
休 会 日 数

会 　 期
日 数 計

本 会 議 中
委員会日数 一般傍聴者

14
年

定例会
臨時会

12.4日
3.2日

8.2日
2.2日

17.2日
5.8日

35.4日
3.3日

4.6日
2.3日

59.1人
8.4人

15.6日 10.4日 23.0日 38.7日 6.9日 67.5人

13
年

定例会
臨時会

12.4日
3.2日

8.0日
3.0日

16.7日
4.7日

34.6日
3.2日

7.3日
2.4日

59.8人
2.8人

15.6日 11.0日 21.4日 37.8日 9.7日 62.6人

年間計

年間計

表８ １議会平均会期日数・一般傍聴者数（14.1.1～14.12.31）
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